
 

 

（情報区分；a 化学物質） 

（取得区分；1 委員会報告情報） 

１）件名 

・欧州化学品庁、2023年の年次報告書を公表 

２）内容 

・欧州化学品庁（ECHA）は、2024 年 4 月 24 日、「2023 年次報告書（Annual Report 2023）」を公表した。ECHA

が 2023 年に実施した化学物質法規制に関連する取り組みの評価と、2024 年以降における新たな課題をまとめ

ている。ECHA の 2024 年における取り組みは、当該報告書で示された課題と、ECHA の運営を管理する「管理委

員会（Management Board）」が要求する 10 の事項に基づき、実施される。 

1.加盟国のパートナーや利害関係者との積極的な関与の継続 

2.透明性が高く、独立した、質の高いアウトプットを提供するために、必要なレベルの能力、専門

性、作業体制の確保などの適切な措置の実施 

3.統合規制戦略（IRS）の成果のフォローアップ（加盟国による規制措置導入の促進、物質のグルー

プ化のパフォーマンス指標および目標の精査を含む） 

4.現在および将来的な新規業務の実施における影響、相乗効果、効率化、課題、リスクなどの、適

切で十分な情報を管理委員会に提供する努力の維持 

5.ユニバーサル PFAS 制限提案に対する RAC および SEAC の意見書作成において、透明性が高く、独

立した、質の高い意見の作成の支援 

6.CLP 規則の新たなハザード分類の実施の支援 

7.他の機関および欧州委員会総局との協力の改善と促進および共通の取り組みの推進 

8.既存の活性物質の再評価プログラムの進展のため、殺生物性製品に関する加盟国の所轄官庁の目

的にあった支援の提供努力の維持 

9.ECHA のコスト算出の再評価、および義務者へのサービス提供における請求額の評価 

10.スタッフのウェルビーイング、ダイバーシティ、インクルージョンの重視 

３）SEAJ コメント 

・なし 

４）添付情報・資料 

・なし 

５）関連情報 

・Annual Report 2023の URL 

https://echa.europa.eu/documents/10162/7362407/annual_Report_2023_en.pdf/ca16f5a4-a8ae-ac22-

21f1-57af476f0bb1 

６）その他  

・なし 

Semiconductor Equipment Association of Japan（制定;2017,8,3） 

 

※法令等の内容全てを解説しているのではなく、独自の見解を含んでおり、その内容を保証するものでは有りません。 

参考情報としてご利用頂き、法令等の内容解釈は、必ず原文にて確認し、各社の判断で対応して下さい。 
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